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告         示 

兵庫県告示第378号 

 平成10年兵庫県告示第28号（環境影響評価指針の策定）の一部を次のように改正する。 

  令和２年３月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

２(1)の表を次のように改める。 

(1) 大気汚染、(2) 水質汚濁、(3) 土壌汚染、(4) 騒音・低周波音、(5) 振動、(6) 地盤沈下、

(7) 悪臭、(8) 廃棄物等、(9) 地形・地質、(10) 陸生植物、(11) 陸生動物、(12) 水生生物、

(13) 生態系、(14) 文化財、(15) 人と自然との触れ合い活動の場、(16) 景観、(17) 日照、(18)

 地球温暖化、(19) オゾン層破壊、(20) 反射光、(21) 地盤、(22) (1)から(21)に掲げるものの

ほか、対象事業等ごとに特に知事が必要と認めるもの 

３(3)サ(ｴ)中「工事の着手から施設等の供用後概ね３年程度までの期間」の右に「。ただし、太陽電池発電

所については事業廃止後、必要な期間」を加える。 

別表第１ 環境の状況の款10の項調査方法の欄から12の項調査方法の欄までの規定中「特定外来生物等一覧」

を「わが国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種リスト）」に改め、同

表環境の状況の款14の項を次のように改める。 

14 文化財 (1) 文化財の概況 

(2) 郷土記念物の概況 

(1) 文化財の概況 

「文化財保護法」、「兵庫県文化財保護条

例」及び「市町の文化財保護条例」に基づ

き指定されている文化財（有形文化財、民

俗文化財、史跡、名勝、天然記念物及び伝

統的建造物群保存地区）並びに登録文化財

（以下「指定文化財等」という。）及び文化

財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地の概要

について取りまとめる。 

(2) 郷土記念物の概況 

「環境の保全と創造に関する条例」に基

づき指定されている郷土記念物の状況につ

いて取りまとめる。 

別表第１ 環境の状況の款17の項の次に次のように加える。 
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18 反射光 日照状況の概況、土地利用状況の概

況 

 「気象年報」、「理科年表」等により、日照

の概要について取りまとめる。 

 また、土地利用計画図、地形図や航空写真

等により、周辺の状況（土地利用や建物等）

について取りまとめる。 

19 地盤 土地の安定性の概況  以下の各区域の指定状況等により、土地の

安定性の概況について取りまとめる。 

(1) 「森林法」に基づく保安林 

(2) 「砂防法」に基づく砂防指定地 

(3) 「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律」に基づく急傾斜地崩壊危険区域

(4) 「地すべり等防止法」に基づく地滑り防

止区域 

(5) 「土砂災害警戒区域等における土砂災害

防止対策等の推進に関する法律」に基づく

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区

域 

(6) 「山地災害危険地区調査要領」に基づく

山地災害危険地区 

(7) 「宅地造成等規制法」に基づく宅地造成

工事規制区域 

(8) 「総合治水条例」に基づく重要調整池 

(9) 「建築基準法」に基づく災害危険区域 

(10) 「津波防災地域づくりに関する法律」に

基づく津波災害警戒区域及び津波災害特別

警戒区域 

(11) 「農業用ため池の管理及び保全に関する

法律」に基づく特定農業用ため池及び「た

め池の保全等に関する条例」に基づく特定

ため池 

(12) 「兵庫県CGハザードマップ」に基づく危

険箇所 

別表第２ ２の項調査方法の欄中「ダイオキシン類の環境基準について」」の右に「（平成11年環境庁告示第

68号）」を加え、「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について」（平成２年５

月24日付け環境庁水質保全局長通知」を「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被

害の防止に係る指導指針」（平成29年３月９日付け環境省水・大気環境局長通知」に改め、「水質調査方法」」の

右に「（昭和46年９月30日付け環境庁水質保全局長通知）」を加え、同表３の項調査方法の欄中「土壌汚染対策

法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第２版）」(平成24年８月環境省水・大気環境局土壌環境

課」を「土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）」（平成31年３月環境省水・

大気環境局土壌環境課」に改め、同表４の項調査方法の欄中「（平成10年環境庁告示第64号）」の右に「､「風力

発電施設から発生する騒音等測定マニュアル」（平成29年環境省）」を加え、同表10の項調査項目の欄中「及び

シダ植物」を「、シダ植物、蘚苔類及び菌類」に改め、同項調査方法の欄中「特定外来生物等一覧」を「わが

国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種リスト）」に改め、同表11の項

調査項目の欄中「は虫類・両生類」を「は虫類、両生類、陸産甲殻類」に改め、同項調査方法の欄中「特定外

来生物等一覧」を「わが国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種リス

ト）」に改め、同表12の項調査項目の欄中「魚類」の右に「、甲殻類」を加え、同項調査方法の欄中「特定外来

生物等一覧」を「わが国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（生態系被害防止外来種リスト）」

に改め、同表17の項の次に次のように加える。 
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18 反射光 (1) 日照の状況 

 昼間・日照時 

間 

(2) 土地利用の状

況 

  既存建築物等

の状況 

 

調査期間は、年

間の状況を把握で

きる期間とし、適

切かつ効果的な期

間、時期及び時間

帯を含むものとす

る。 

頻度は、事業の

特性、立地や周辺

の状況等を勘案し

て設定する。 

事業の実施

により、反射光

の影響を及ぼ

すと予想され

る範囲を含む

地域 

なお、病院、

学校や住宅等

の影響を受け

やすい場所に

ついては、詳細

な資料が得ら

れるように設

定するものと

する。 

 「理科年表」等の既存資料や

現地調査により、調査時におけ

る太陽光の入射角や日照時間

について把握する。 

現地踏査、航空写真、地形図

等により、事業予定地の周辺で

影響が予想される地点を選定

し、把握した情報を整理・解析

する。 

 

19 地盤 土地の安定性 

(1) 地盤状況・地

盤環境 

(2) 安定性 

土地の安定性の

状況が把握できる

期間及び頻度とす

る。 

事業の実施

により、土地の

安定性が変化

すると予測さ

れる範囲を含

む地域 

現地踏査（資料調査結果との

照合、法面・盛土の状況、雨水・

湧水、土砂流出の有無）、ボー

リング、原位置試験、サンプリ

ング、室内土質試験により行

う。 

 別表第３ ８の項予測の対象時期の欄(2)の次に次のように加える。 

(3) 事業終了時 

別表第３ ８の項予測方法の欄(2)の次に次のように加える。 

(3) 事業終了時 

  発生する廃棄物の量及び性状をもとに、できる限り定量的に予測する。  

 別表第３ 12の項予測項目の欄及び予測方法の欄中「干潟」の右に「、ため池、湿地」を加え、同表19の項

の次に次のように加える。 

20 反射光 

 

(1) 夏至、冬至、

春・秋分にお

ける反射光の

影響範囲、時

刻及び時間数 

(2) 反射光の影

響を受けやす

い場所におけ

る反射光の影

響を受ける時

刻や時間数等

の状況の変化

の程度 

存在・供用 (1) 予測範囲 

   調査地域に準

ずる。 

(2) 予測地点 

  調査地域に準

ずる。 

  なお、反射光の

影響を受けやす

い場所は、計画地

周辺の地形を考

慮して選定する。

将来の土地利用及び植生の

状況を予測の上、反射光の反射

角と方位を計算し、反射光が保

全対象に届く時刻や時間等を

予測する。 
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21 地盤 土地の安定性 

(1) 地盤状況・

地盤環境に及

ぼす影響 

(2) 安定性の変

化の程度 

(1) 工事 

(2) 存在・供用

調査地域に準ず

る。 

(1) 地盤状況・地盤環境に及ぼ

す影響 

類似事例の調査もしくは

既存事例の引用又は解析に

より、地盤状況・地盤環境に

及ぼす影響について定性的

に予測する。 

(2) 安定性の程度 

斜面安定解析等の土質工

学的手法によりできる限り

定量的に予測する。 

 別表第４ ４の項評価等における留意点の欄を次のように改める。 

 評価に当たっては、次のことを確認すること。 

(1) 敷地境界における騒音レベルが、｢騒音規制法｣及び

 「環境の保全と創造に関する条例」に定める規制基準

に適合するものであること。 

(2) 風力発電所については、以下の規制基準及び指針値

に適合するものであること。 

 ① 「環境の保全と創造に関する条例」に定める規制

基準 

 ② 「風力発電施設から発生する騒音に関する指針に

ついて」（平成29年５月26日付け環境省水・大気環境

局長通知）に定める指針値 

(3) 現状が環境基準を達成していない場合にあっては、

寄与の程度及び今後の国・県等の環境基準達成のため

の施策を勘案し、環境基準の達成に支障がないこと。

(4) 低周波音について、周辺環境への影響を抑制するよ

う、環境保全対策について配慮がなされていること。

「低周波音問題対応の手引書」（平成16年６月）での参

照値は、低周波音についての対策目標値、環境アセス

メントの環境保全目標値などとして策定したものでは

なく、このような利用がされていないこと。 

 別表第４ ８の項評価等における留意点の欄(2)の次に次のように加える。 

(3) 太陽電池発電所にあっては、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」に定める太陽光発電施 

設の設置等に関する基準（４ 太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関する事項）に適合すること。 

別表第４ 10の項評価等における留意点の欄から12の項評価等における留意点の欄までの規定中「対策が図

られている」を「対策が図られ、排除・抑制されている」に改め、同表16の項環境保全目標の欄中「風景形成

基準」を「広域景観形成基準」に改め、同表19の項の次に次のように加える。 

20 反射光 地域住民の日常生活において支障がな

いこと。 

配置・形状等の検討や対策により、影響の

回避・低減措置が配慮されているかどうかを

評価すること。 
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21 地盤 土地の安定性に支障を生じないこと。 評価に当たっては、次のことを確認するこ

と。 

(1) 「太陽光発電施設等と地域環境との調和

に関する条例」に定める太陽光発電施設の

設置等に関する基準（２ 太陽光発電施設

の設置に係る防災上の措置に関する事項）

等、法令、条例等の基準に適合すること。

(2) ハザードマップにより洪水、土砂災害等

の自然災害による被害を予測する等、土砂

流出や崩壊等を生じない対策が講じられ、

その機能の保持が図られていること。 

 

 

兵庫県告示第379号 

 国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第９条第１項の規定により定めた兵庫県土地利用基本計画を変更し

たので、当該変更に係る図書を兵庫県県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室、各県民局土木事務所ま

ちづくり建築課及び中播磨県民センター姫路土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  令和２年３月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 変更に係る事項 

  兵庫県土地利用基本計画図の一部の変更 

２ 変更に係る区域 

地域名 変更に係る市町 

農業地域 淡路市の一部 

森林地域 神戸市、相生市、宝塚市、小野市、加西市、宍粟市、加東市、多可郡多可町の各一部

 

 

兵庫県告示第380号 

 大規模開発及び取引事前指導要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  令和２年３月27日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三 

大規模開発及び取引事前指導要綱の一部を改正する告示 

 大規模開発及び取引事前指導要綱（昭和50年兵庫県告示第185号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項第15号を同項第16号とし、同項第14号の次に次の１号を加える。 

(15) 植林・保全活動等計画書 

第４条の２第２項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 森林伐採に対する植林等の代替措置の必要性 

第５条第３項中「当たり、」の右に「森林伐採に対する植林等の代替措置を講ずることその他の」を加える。 

   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 
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